
生命保険協会における行動規範、指針、ガイドライン等の位置づけ 

 

 行動規範 指針 ガイドライン等 

位置付け 

○会員各社の事業経営およびその役職員の業務遂

行にあたって、遵守すべき基本的な事項・方針を

とりまとめたもの。 

○行動規範または関連法令等に基づき、個別の課題

について、会員各社が遵守する個別・具体的な事

項をとりまとめたもの。 

○会員各社において適切な経営がなされるよう、具体

的な実務取扱い等を参考としてとりまとめたもの。 

具体的な

体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）金融商品の販売等に関する法律の施行（平成１２年５月２３日）に先立ち、会員会社による共有が望まれる考え方を示し、各社の参考に供したもの。 

 

行動規範 

生命保険業界の環境問題における行動指針 

生命保険業における個人情報保護のための取扱指

針について（生保指針） 

生命保険業における個人情報保護のための安全管

理措置等についての実務指針 

（生保安全管理実務指針） 

生命保険商品に関する適正表示ガイドライン 

契約概要作成ガイドライン 

注意喚起情報作成ガイドライン 

正しい告知を受けるための対応に関する 

ガイドライン 

保険金等の支払いを適切に行うための対応 

に関するガイドライン

消費者信用団体生命保険の実務運営に関する 

ガイドライン 

「金融商品の販売等に関する法律」に関する指針 

生命保険業界の環境行動計画 

生命保険会社の資産運用における行動規範 

生命保険会社の顧客情報取扱いにおける行動規範 

生命保険募集に関する行動規範 

（今回行動規範に一本化し、廃止予定）

以下主なガイドライン等を掲載 


